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第 12章 経過観察 

１．方向性 

着実に本計画を推進していくために、保存・管理、活用、整備、運営・体制の整備の各分野と前

章の施策の実施計画について定期的な経過観察を行う。経過観察を実施することで正確に史跡の置

かれている現状を把握し、目標達成度や事業効果を図ることができる。また、実施者で目標を共有

することにもなり関係者間での相互連携等を円滑に進めることができる。 

経過観察にあたっては、施策や事業の進捗状況を把握するための指標を定めて定期的に自己点検

を行い、その結果を今後の施策や事業の改善に反映させることで史跡の保存・活用の効果的な推進

を図る。 

本計画の経過観察の実施にあたってはＰＤＣＡサイクルの考え方を導入する。経過観察の結果(評

価)はＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、計画の実施、修正・改善の基礎的資料・判断材料として

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 158 計画策定に関わるＰＤＣＡサイクルの考え方と経過観察 

  

計画立案（Plan） 
〇本計画に基づき史跡の保存・活用を推進する事業・計画を設定する。 

〇事業・計画については実行・評価・改善を受けて適宜、見直しを行う 

実行（Do） 

〇事業予算を確保する 

〇本計画を踏まえて計画の策定や事業を実施する 

〇効果的・効率的な実施を図る 

改善（Act） 
〇評価を踏まえて計画・事業の改善点を見出す 

〇必要に応じて計画・事業を見直す 

評価（Check） 
〇事業の評価を踏まえながら、事業の途中（毎年度・中間点など）、

終了時に評価を行う 

〇経過観察の結果を評価に反映させる 

〇評価の大項目としては次のことが想定できる 

・史跡の保存管理・活用・整備に関する効果の評価 

・運営体制に関する評価 

・事業の進捗及び事業費に関する評価 

・市民（地域住民）の参加・協働に関する評価 

・課題の有無、内容の評価など 

経過観察 
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２．方法 

（１）手法と基本的指標 

経過観察は大東市・四條畷市の文化財担当部局が中心となって実施する。史跡の保存・活用・整

備を推進するため、保存管理、活用、整備、運営体制についての項目と方法、指標を定めて経過観

察を行う必要がある。そのため、以下では経過観察の内容と方法・指標を示す。なお、経過観察の

内容等については想定される例示であり、事業の内容にあわせて適宜検討する。 

 

表 35 経過観察の内容と指標 

区分 項目 内容 観察手法 指標 観察周期 

保

存

管

理 

日常的な

維持管理 

遺構の保存状態

把握 
〇文化財担当部局職

員による巡回・記録 

〇巡回情報更新回数 

〇石垣台帳の作成 
〇全体 

原則３か月に１

回程度 

〇石垣の重点観察

年１回・冬季 

〇災害後 

植生状況把握 

景観・環境美化

状況把握 

〇文化財担当部局職

員による巡回・記録 

〇ボランティア等との

連携(現地情報の文化

財担当部局への提供) 

〇巡回情報更新回数 

現状変更等 

現状変更等への

対応・実施状況

把握 

事前協議､着手時の立会等 

〇現状変更許可申請の件数 

〇データベース更新回数 

申請書提出毎時 

内容・実施方法・地域

等情報の把握・データ

ベース化 

毎年度 

追加指定 追加指定 

〇文化財担当部局によ

る追加指定地の状況

把握と情報収集 

〇追加指定件数 

〇毎年度 

今後保護を要す

る土地が追加指

定されるまで 

調査研究 

関連史資料調査 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇調査研究の内容 

〇関連分野専門家との連携

(考古学・文献史学) 

毎年度 

分布調査 

史跡の保存方法 

〇史跡保存整備の内容 

〇類似城郭所在の地方自治体

からの情報収集・提供、連携 

〇関連分野専門家との連携

(地盤工学・土木工学等) 

調査結果の公表 
〇調査成果を掲載した刊行物数 

〇データベースの作成・更新 
調査実施時 

活

用 

史跡の本

質的価値 
情報の提供･発信 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇現地見学の開催回数 

〇調査成果講演会の開催回数 

〇歴史民俗資料館での展示・

関連事業の開催状況 

毎年度 

学校教育 
学校教育におけ

る活用 

〇学校・教育委員会と

の連携・情報収集 

〇副読本の更新 

〇使用教材の作成 

〇現地学習の回数 

生涯学習 
生涯学習におけ

る活用 

〇生涯学習施設、市立

公民館、図書館との

協力・把握 

〇解説資料の刊行回数 

〇講演会・現地見学会等の開

催数・参加人数 

地域・観

光振興 

観光・シティプ

ロモーションに

おける利用状況 

〇観光・シティプロモ

ーション部局との

連携・把握 

〇マスメディア等からの取

材件数 

〇市所有資料の利用件数 

〇史跡・歴史民俗資料館への

来訪者数 

〇史跡関連イベントの実施

回数・参加者数 

〇史跡関連グッズの作成数 
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区分 項目 内容 観察手法 指標 観察周期 

活

用 

ガイダン

ス機能 

ガイダンス機能

の強化、充実 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇観光・シティプロモ

ーション部局との

連携・情報収集 

〇現地説明板・誘導標識等の

設置数 

〇パンフレットの活用状況 

〇歴史民俗資料館・隣接施設

での展示・取組の充実状況 

毎年度 

地域の歴

史資源と

の連携 

市内文化財・観光

資源との利活用 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇観光・シティプロモ

ーション部局との

連携・情報収集 

〇史跡関連遺跡の周回ルー

トの設置 

〇誘導標識・説明板の設置件数 

〇散策マップ等刊行物の作成数 

毎年度 

整

備 

保存整備 

Ａ本質的価値を

構成する要素の

復旧・修理 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇遺構のき損箇所の復旧件数 

〇遺構表現 

〇復旧・復元対応、手法のデ

ータベース化 

毎年度 

Ｂ本質的価値に

準じる要素・Ｃそ

の他要素の保存

に関する整備 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇説明板・誘導標識の設置数 

〇活用に必要な便益施設の整備 

〇構成要素Ａと構成要素Ｃ

との調整 

毎年度 

活用整備 

Ａ本質的価値を

構成する要素の

表現方法の検討 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇整備基本計画の策定･進捗率 

〇眺望確保のための樹木管理数 
事業実施時 

史跡へのアクセス 
〇文化財担当部局に

よる把握・確認 
〇整備基本計画の策定･進捗率 毎年度 

見学園路の整備 
〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇見学順路の検討・整備件数 

〇安全対策の検討 
毎年度 

便益施設の状況

把握・更新 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇巡回情報更新回数 毎年度 

〇説明板等の更新回数 事業実施時 

運

営

・

体

制 

運営 

管理団体 

〇文化財担当部局によ

る追加指定地の状況

把握と情報収集 

〇追加指定件数 

〇毎年度 

今後保護を要す

る土地が追加指

定されるまで 

保存･活用に関す

る地域住民･ボラ

ンティアとの連携 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇ボランティア団体数 

〇ボランティア向けの研修回数 

〇活動実績数 

毎年度 

関連市町村との

連携 

〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇共催事業数 

〇情報交換数 
毎年度 

体制 調査研究体制 
〇文化財担当部局に

よる把握・確認 

〇専門職員の配置 

〇事業数 

〇予算の確保 

〇飯盛城跡の調査研究に関

する専門委員会開催数 

毎年度 

 

 

（２）評価 

経過観察の結果の評価は史跡飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会や文化財保護審議会等に報

告し、専門家の立場からの評価や今後の対応・対策について指導・助言を得る。 

 

（３）経過観察後の問題の解決 

経過観察で得られた課題を踏まえ、目的が達成できるよう事業計画や個別の施策、運営体制等に

ついて見直しを行う。本計画においても、経過観察の結果を踏まえて必要と判断される場合は見直

しを行うものとする。  


